
 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

 

第３節 非常参集職員の活動 

第１ 職員の動員配備 

風水害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、次の基準による配備態勢をとり、迅速か

つ的確な災害応急対策活動を実施する体制を確立する。職員を派遣する際は感染症対策のため、派遣

職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

〈配備基準（河川氾濫・大雨）〉 

態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（次の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 
配備態勢 

注
意 

警
戒
準
備 

1 気象台が長野市（長野）にレベル３大

雨警報を発表したとき【自動発令（※

1）】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 鬼無里および戸隠地区以外の支所長又は支所職

員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

2 気象台が長野市（鬼無里戸隠）にレベ

ル３大雨警報を発表したとき【自動発

令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 鬼無里および戸隠地区の支所長又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 
 

 

第３節 非常参集職員の活動 

第１ 職員の動員配備 

風水害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、次の基準による配備態勢をとり、迅速か

つ的確な災害応急対策活動を実施する体制を確立する。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感

染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を

徹底するものとする。 

〈配備基準（風水害）〉 

態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（次の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 
配備態勢 

注
意 

警
戒
準
備 

１ 気象台が長野市に大雨警報（土砂災

害、浸水害）、大雨警報（浸水害）又は洪

水警報を発表したとき【自動発令（※1）】 

２ 台風等の気象に関する情報で大きな

被害が予想され、危機管理防災監が必要

と判断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 支所長又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 
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資料２ 



 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

  

3 台風等の気象に関する情報で大きな

被害が予想され、危機管理防災監が必

要と判断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被 

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 支所長又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

4 市内雨量観測局の測定値が要警戒基

準を超えたとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

⚫ 基準値を超えた観測局の最寄りの支所の支所長

又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

5 気象台が千曲川及び犀川の上流地域

にレベル３大雨警報を発表し、河川の

水位上昇が見込まれる場合で、危機管

理防災監が必要と判断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

河川課及び農地整備課担当職員 

6 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が長

野市に水防警報（準備）を通知したと

き 

河川警戒巡視・監視を実施できる体制 

配備範囲 

⚫ 休日夜間は消防署職員 

勤務時間中は消防署、関係支所職員 

7 裾花川系ダムが洪水調整に入ったと

き 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

配備範囲 

危機管理防災課担当職員 
 

  

３ 気象台が長野市に大雨警報（土砂災

害）を発表したとき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

⚫ 土砂災害の危険のある地区の支所長又は支所職

員等（※2） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

４ 市内雨量観測局の測定値が要警戒基

準を超えたとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

⚫ 基準値を超えた観測局の最寄りの支所の支所長

又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

５ 気象台が千曲川及び犀川の上流地域

に大雨警報、洪水警報を発表し、河川の水

位上昇が見込まれる場合で、危機管理防災

監が必要と判断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

河川課及び農地整備課担当職員 

６ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が長野市

に水防警報（準備）を通知したとき 

河川警戒巡視・監視を実施できる体制 

配備範囲 

⚫ 休日夜間は消防署職員 

勤務時間中は消防署、関係支所職員 

７ 裾花川系ダムが洪水調整に入ったと

き 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

配備範囲 

危機管理防災課担当職員 
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 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

  

8 県知事（長野建設事務所長）が弘崎観

測所の水防警報（出動）を通知したと

き【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 信州新町支所長又は支所職員 

 

9 水内ダムの放流量が800ｔ/秒を超え

たとき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 信州新町支所長又は支所職員 

⚫ 河川課及び農地整備課担当職員 

警
戒 

第
１
配
備 

1 気象台が長野市にレベル４大雨危険

警報を発表※した場合で、危機管理防

災監が必要と判断したとき。 

2 気象台が長野市に大雨又は暴風特別

警報を発表したとき【自動発令】 

3 国土交通大臣(千曲川河川事務所長)

又は県知事（長野建設事務所長）が洪

水予報河川において、長野市にレベル

２氾濫注意報を発令※した場合で、警

戒監視報告により危機管理防災監が

必要と判断したとき 

4 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が長

野市に水防警報（出動）を通知※した

場合で、警戒監視報告により危機管理

防災監が必要と判断したとき 

5 市内の一部で災害が発生したとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は厳重な水

防警戒及び災害応急対策活動を遂行できる

体制並びに自主避難者を含む避難者受入れ

体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

※上記職員は、発表、発令又は通知（犀川（弘崎、

陸郷）及び鳥居川を除く）の段階で【自動発令】 

⚫ 本部連絡員 

⚫ 各班班長及び情報収集・所属職員連絡体制の確保

に必要な人員 

⚫ 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難

行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当等） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

 

  

８ 気象台が松本地域（松本市、安曇野市、

生坂村）、大北地域（大町市、池田町、松川

村）に洪水警報を発表したとき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 信州新町支所長又は支所職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員 

９ 県知事（長野建設事務所長）が弘崎観

測所の水防警報（出動）を通知したとき【自

動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 信州新町支所長又は支所職員 

10 水内ダムの放流量が800ｔ/秒を超え

たとき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

⚫ 信州新町支所長又は支所職員 

⚫ 河川課及び農地整備課担当職員 

警
戒 

第
１
配
備 

１ 気象台と長野県が長野市に土砂災害

警戒情報を発表したとき【自動発令】 

２ 気象台が市域に大雨又は暴風特別警

報を発表したとき【自動発令】 

３ 国土交通大臣(千曲川河川事務所長)又

は県知事（長野建設事務所長）が洪水予

報河川において、長野市に氾濫注意情報

を発令※した場合で、警戒監視報告によ

り危機管理防災監が必要と判断したとき 

４ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が長野

市に水防警報（出動）を通知※した場合

で、警戒監視報告により危機管理防災監

が必要と判断したとき 

５ 市内の一部で災害が発生したとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は厳重な水

防警戒及び災害応急対策活動を遂行できる

体制（自主避難者を含む避難者受入れ準備） 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

※上記職員は、発令又は通知（犀川（弘崎、陸郷）

及び鳥居川を除く）の段階で【自動発令】 

⚫ 本部連絡員 

⚫ 各班班長及び情報収集・所属職員連絡体制の確保

に必要な人員 

⚫ 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難

行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当等） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 
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新 旧 備考欄 

非
常 

第
２
配
備 

1 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が洪

水予報河川において、長野市にレベル

３氾濫警報を発令したとき【自動発

令】 

2 県知事（長野建設事務所長）が水位周

知河川（鳥居川を除く）において、長

野市に氾濫警戒情報を発令したとき

【自動発令】 

3 県知事（長野建設事務所長）が鳥居川

において、長野市に氾濫警戒情報を発

令した場合で、発令後も雨量の増加が

予想され、市長が必要と判断したとき 

4 市内の数カ所にわたって重大な災害

が発生したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

⚫ 本部員 

⚫ 初期災害対策活動を担当する班は全職員 

⚫ その他の班も所属職員の５割以上 

 

第
３
配
備 

1 国土交通大臣(千曲川河川事務所長）

又は県知事（長野建設事務所長）が洪

水予報河川において、長野市にレベル

４氾濫危険警報を発令した場合で、発

令後も雨量の増加が予想され、市長が

必要と判断したとき 

2 市内全域にわたり重大な災害が発生

したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

全職員 

 

非
常 

第
２
配
備 

１ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）

が洪水予報河川において、長野市に氾濫

警戒情報を発令したとき【自動発令】 

２ 県知事（長野建設事務所長）が洪水予

報河川又は水位周知河川（鳥居川を除く）

において、長野市に氾濫警戒情報を発令

したとき【自動発令】 

３ 県知事（長野建設事務所長）が鳥居川

において、長野市に氾濫警戒情報を発令

した場合で、発令後も雨量の増加が予想

され、市長が必要と判断したとき 

４ 市内の数カ所にわたって重大な災害

が発生したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

⚫ 本部員 

⚫ 初期災害対策活動を担当する班は全職員 

⚫ その他の班も所属職員の５割以上 

 

第
３
配
備 

１ 国土交通大臣(千曲川河川事務所長）又

は県知事（長野建設事務所長）が洪水予

報河川において、長野市に氾濫危険情報

を発令した場合で、発令後も雨量の増加

が予想され、市長が必要と判断したとき 

２ 市内全域にわたり重大な災害が発生

したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

全職員 
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 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

〈配備基準（土砂災害）〉 

態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（次の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 
配備態勢 

注
意 

警
戒
準
備 

1 気象台が長野市にレベル２土砂災害

注意報を発表したとき【自動発令（※

1）】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災課担当職員 

2 気象台が長野市（長野）にレベル３土

砂災害警報を発表したとき【自動発

令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制並びに自主

避難者を含む避難者受入れ準備体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 鬼無里および戸隠地区以外の土砂災害の危険の

ある地区の支所長又は支所職員等（※2） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

⚫ 避難所開設担当のうち必要な職員 

3 気象台が長野市（鬼無里戸隠）にレベ

ル３土砂災害警報を発表したとき【自

動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は被

害情報の収集活動ができる体制並びに自主

避難者を含む避難者受入れ準備体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 鬼無里および戸隠地区の支所長又は支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

⚫ 道路課、河川課、維持課、農地整備課のうち巡視

等に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当

を含む） 

⚫ 避難所開設担当のうち必要な職員 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

【旧】配備基準（風水害） 

＜配備区分＞ 

警戒準備 

＜発令基準＞ 

３ 気象台が長野市に大雨警報

（土砂災害）を発表したとき【自

動発令】 

 

 

 

 

【旧】配備基準（風水害） 

＜配備区分＞ 

警戒準備 

＜発令基準＞ 

３ 気象台が長野市に大雨警報

（土砂災害）を発表したとき【自

動発令】 
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 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

警
戒 

第
１
配
備 

1 気象台が長野市（長野）にレベル４土

砂災害危険警報を発表したとき【自動

発令】 

災害警戒本部を設置する体制、又は災害応急

対策活動を遂行できる体制並びに自主避難

者を含む避難者受入れ体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 本部連絡員 

⚫ 各班班長（支所長については別途記載）及び情報

収集・所属職員連絡体制の確保に必要な人員 

⚫ 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難

行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当等） 

⚫ 鬼無里および戸隠地区以外の土砂災害の危険の

ある地区の支所長及び支所職員等（※2） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

2 気象台が長野市（鬼無里戸隠）にレベ

ル４土砂災害危険警報を発表したと

き【自動発令】 

災害警戒本部を設置する体制、又は災害応急

対策活動を遂行できる体制並びに自主避難

者を含む避難者受入れ体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 本部連絡員 

⚫ 各班班長（支所長については別途記載）及び情報

収集・所属職員連絡体制の確保に必要な人員 

⚫ 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難

行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当等） 

⚫ 鬼無里および戸隠地区の支所長及び支所職員 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

3 市内の一部で災害が発生したとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は厳重な水

防警戒及び災害応急対策活動を遂行できる

体制並びに自主避難者を含む避難者受入れ

体制 

配備範囲 

⚫ 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

⚫ 本部連絡員 

⚫ 各班班長及び情報収集・所属職員連絡体制の確保

に必要な人員 

⚫ 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難

行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当等） 

⚫ 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 
 

 
【旧】配備基準（風水害） 

＜配備区分＞ 

第１配備 

＜発令基準＞ 

１ 気象台と長野県が長野市に

土砂災害警戒情報を発表したと

き【自動発令】 

 

 

 

 

 

 

【旧】配備基準（風水害） 

＜配備区分＞ 

第１配備 

＜発令基準＞ 

１ 気象台と長野県が長野市に

土砂災害警戒情報を発表したと

き【自動発令】 
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 長野市地域防災計画 新旧対照表 長野市防災会議 

新 旧 備考欄 

非
常 

第
２
配
備 

市内の数カ所にわたって重大な災害が発

生したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

⚫ 本部員 

⚫ 初期災害対策活動を担当する班は全職員 

⚫ その他の班も所属職員の５割以上 

第
３
配
備 

市内全域にわたり重大な災害が発生した

とき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

⚫ 全職員 

※１：自動発令とは、対象となる警報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配

備に付くことをいう。 

※２：土砂災害の危険のある地区は、第一、第二、古里、浅川、若槻、安茂里、小田切、芋井、篠ノ

井、松代、若穂、七二会、信更、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の 19 地区を

いう。 

 

なお、必要に応じ各部においても次の体制をとる。 

建設部（土木）災害対策要領に基づき、維持課内に建設部長を本部長とする建設部災害対策本部を

設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

長野市消防局警防活動組織規程に基づき、消防局内に消防局長を本部長とする水災警防本部を設置

し、水防活動を指揮統括する。 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示

により、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、応急対策活

動を指揮統括する。 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会

議を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 以下、震災対策編 第３章 第２節 第１「職員の動員配備」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：自動発令とは、対象となる警報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配

備に付くことをいう。 

※２：土砂災害の危険のある地区は、第一、第二、古里、浅川、若槻、安茂里、小田切、芋井、篠ノ

井、松代、若穂、七二会、信更、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の 19 地区を

いう。 

 

なお、必要に応じ各部においても次の体制をとる。 

建設部（土木）災害対策要領に基づき、維持課内に建設部長を本部長とする建設部災害対策本部を

設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

長野市消防局警防活動組織規程に基づき、消防局内に消防局長を本部長とする水災警防本部を設置

し、水防活動を指揮統括する。 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示

により、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、応急対策活

動を指揮統括する。 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会

議を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 以下、震災対策編 第３章 第２節 第１「職員の動員配備」に準ずる。 
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